
                               

                               

 ｢

コ
ー
ル
せ
せ
ら
ぎ｣

演
奏
会 

 

▼
日
時
／
11
月
27
日(

土) 

午
後
７
時 

開
演 

▼
場
所
／
舟
形
町
中
央
公
民
館 

▼
内
容
／
「
花
」「
も
の
の
け
姫
」

「
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
」
ほ
か 

▼
入
場
料
／
無
料 

▼
そ
の
他
／
舟
形
器
楽
ク
ラ
ブ

の
友
情
出
演
も
あ
り
ま
す
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／
コ
ー
ル
せ
せ
ら
ぎ 

代
表 

伊
藤
智
恵
子 

☎(

32)

３
０
９
２ 

 

山
形
大
学
医
学
部
出
前
講
座 

「
元
気
ア
ッ
プ
健
康
教
室
」 

 

▼
日
時
／
11
月
30
日
（
火
） 

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時 

▼
場
所
／
舟
形
町
保
健
セ
ン
タ
ー 

▼
内
容
／
○
「
頭
痛
と
め
ま
い
の

原
因
と
治
療
に
つ
い
て
」
講
師
：

山
形
大
学
医
学
部
脳
神
経
外
科 

小
久
保
安
昭 

氏 

○
「
花
の
や
ま
が
た
！
し
ゃ
ん
し

ゃ
ん
体
操
」
講
師
：
県
介
護
予
防

普
及
啓
発
推
進
員 

遠
藤
鮎
実 

氏 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
〆
切
／
11
月
26
日
（
金
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
役
場
町
民
課
健
康
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
353
） 

 

高
齢
者
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

 

▼
日
時
／
11
月
19
日(

金) 

午
前
９
時
30
分
～
午
後
２
時 

▼
場
所
／
舟
形
町
中
央
公
民
館 

▼
内
容
／
○
勝 

ひ
ろ
し
氏 

「
お
も
し
ろ
ト
ー
ク
＆
ミ
ニ
マ
ジ

ッ
ク
シ
ョ
ー
」
○
老
人
ク
ラ
ブ
に

よ
る
舞
踊
、
劇
、
合
唱
な
ど 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
社
会
福
祉
協
議
会 

☎(

32)

２
７
３
３ 

 

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・ 

サ
ー
ビ
ス
・
デ
ィ 

 

仕
事
を
お
探
し
の
方
で
、
職
業

相
談
、
生
活
支
援
な
ど
を
希
望
す

る
方
を
対
象
に
、
一
つ
の
場
所
で

各
種
相
談
を
受
け
る
「
職
業
・
生

活
支
援
相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。 

▼
日
時
／
12
月
２
日
（
木
） 

午
後
１
時
～
４
時 

▼
場
所
／
新
庄
合
同
庁
舎 

▼
問
い
合
わ
せ
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

新
庄 

☎
（
22
）
８
６
０
９ 

                               

Ｎｏ．３１１

平成２２年 

１１月１２日号広  報 
花ことば「自由」 

大文字草 

～ 町営住宅入居者募集 ～ 
▼募集／町営住宅舟形団地 2 戸 ▼家賃／１３，７００～２６，３００ 円（所得などにより） 

▼入居資格／次の全てに該当する方 ①同居親族がある方 ②住宅に困窮している方 

③年間給与所得等から各種控除額を差引いた額の１／１２が１５．８ 万円以下の方 

④税及び公共料金の滞納がない方 ⑤申込者及び同居者が暴力団員でない方 

▼規模及び構造／和室（６畳２室・４．５畳１室）・台所・便所・風呂・洗面所 

▼敷金／家賃の３ヶ月分 ▼持込用品／ガスレンジ・照明器具など 

▼〆切／１１月１９日（金）【〆切日以降は先着順】 

▼問い合わせ／舟形町役場振興課地域整備第二班 ☎（３２）２１１１（内線４３３） 



 
も
が
み
輝
く
大
人
サ
ミ
ッ
ト 

 

▼
日
時
／
11
月
21
日
（
日
） 

午
前
10
時
～
午
後
３
時 

▼
場
所
／
赤
松
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

ま
つ
ぼ
っ
く
り
（
大
蔵
村
） 

▼
対
象
／
新
庄
・
最
上
在
住
の

20
～
30
代
の
方 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

新
庄
・
最
上
ブ
ロ
ッ
ク
実
行
委
員 

叶
内
昌
樹 

☎
（
32
）
３
５
４
６ 

 

戦
後
強
制
抑
留
者
の 

み
な
さ
ん
へ 

 

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対

す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
受
付
が
、

10
月
25
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。 

▼
対
象
／
戦
後
強
制
抑
留
者
で

平
成
22
年
６
月
16
日
に
日
本
国

籍
を
有
す
る
ご
存
命
の
方 

▼
期
間
／
10
月
25
日
（
月
）
～ 

平
成
24
年
３
月
31
日
（
土
） 

▼
そ
の
他
／
該
当
す
る
方
に
請

求
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

（
独
）
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金 

☎
０
５
７
０
（
０
５
９
）
２
０
４ 

 

猿
羽
根
山
周
辺
施
設
の 

冬
季
閉
鎖
に
つ
い
て 

 

猿
羽
根
山
周
辺
の
施
設
を
冬

期
間
閉
鎖
し
ま
す
。
ま
た
、
年
末

年
始
以
外
は
除
雪
を
行
い
ま
せ

ん
の
で
、
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
農
林
漁
業
体
験
実
習
館 

▼
閉
鎖
期
間
／
12
月
１
日
（
水
）

～
３
月
31
日
（
木
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／
舟
形
町
役
場

ま
ち
づ
く
り
課
企
画
調
整
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
321
） 

○
歴
史
民
俗
資
料
館 

▼
閉
鎖
期
間
／
11
月
15
日（
月
）

～
４
月
13
日
（
水
） 

▼
そ
の
他
／
期
間
中
、
縄
文
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
は
中
央
公
民
館
に
展
示
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／
舟
形
町
中
央

公
民
館 

☎
（
32
）
２
２
４
６ 

        

                               

                               

自 衛 官 等 募 集 

募集種目 募集資格 〆切 1次試験日 

陸上自衛隊 

高等工科学校生徒 

15歳以上、 

17歳未満の男子 

推薦 平成23年1月6日 平成23年1月15～17日（内1日）

一般 平成23年1月7日 平成23年1月22日 

▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 ☎（２２）５０５７ 

「父子家庭」にも児童扶養手当が 
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成２２年８月から父子家庭の父にも 

児童扶養手当が支給されることになりました。 

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。まだ申請されて 

いない方はお早めに申請をお願いします。なお、所得制限などの支給 

要件があります。詳細はお問い合わせください。 

※8 月分からの受給には１１月３０日（火）まで申請が必要です。 

12 月以降に申請の場合は、申請の翌月分からの支給となります。 

▼問い合わせ／舟形町役場町民課福祉班 ☎（３２）２１１１（内線３４２）

～ 税務署からのお知らせ ～ 
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、「相続税の課税対象となった部分については、

所得税の課税対象にならない」とする最高裁判所の判決がありました。これを受け、このような年金

に係る税務上の取り扱いを改めることとなり、平成１７年～２１年分までの各年分について、所得税

が納め過ぎとなっている方に、納め過ぎた所得税が還付となります。 

なお、今年 12 月末に還付期限を迎えるものもありますので、お早目の手続きをお願いします。 

詳しくは国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】で。 

▼問い合わせ／新庄税務署 ☎（２２）５１１１ 

 

山形県最低賃金 
県内で働く全ての労働者

に適用されます。 

1 時間：645 円 
▼問い合わせ／ 

山形県労働局労働基準部 

☎023（624）8224 



                               

                               

                               

                               

                               

▼問い合わせ／舟形町役場振興課地域整備第二班 ☎（３２）２１１１（内線４３２） 

歯周疾患検診はお済みですか？【期間は１２月末まで】 
「歯周病予防に歯と歯ぐきの定期検診を受けましょう」 

節目年齢の方で、歯周疾患検診をまだ受診されていない方は、早め受診しましょう。 

▼対象者／４０歳（昭和４５年度生まれ）・５０歳（昭和３５年度生まれ） 

６０歳（昭和２5 年度生まれ）７０歳（昭和１５年度生まれ） 

▼検診場所／山形県歯科医師会所属の歯科医院 

▼検診期間／１２月３１日（金）まで 

▼受診方法／歯科医院に事前予約し、町で発行する「受診券」を持参してください。 

（ただし、現在、歯科医院通院中で治療中の方は対象外になります。） 

▼負 担 金／１,３００円【残りの費用（２,９２７円）は、町で負担します。】 

※受診希望の方に「受診券」を発行しますのでご連絡ください。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町役場町民課健康班【窓口③】☎（32）2111（内線 351）

●
そ
の
場
を
離
れ
な
い
・
目
を
離
さ
な
い 

●
配
管
の
場
所
に
は
目
印
を 

●
定
期
点
検
を
怠
ら
な
い 

事
故
を
起
こ
し
た
場
合
ま
た
発
見
し
た
場
合
は
、 

お
近
く
の
国
や
県
の
機
関
、
町
役
場
、
消
防
署
、
警
察
署
な
ど
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

住民基本台帳の閲覧状況の公表 
 住民基本台帳法第11条第 3項及び第11条の 2第 12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の

写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。 

住民基本台帳閲覧状況(平成21年11月1日～平成22年10月31日) 

○国又は地方公共団体による閲覧（住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表分） 
名称 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲 

最上保健所 平成22年度県民健康栄養調査 平成22年10月1日 長沢1211～1242番地106件

○個人又は法人による閲覧（住民基本台帳法第11条の2第12項に基づく公表分） 
申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

2010年11月全国接触者率調査 

委託者：NHK放送文化研究所世論調査部
平成22年9月27日 堀内（7歳以上男女）12件

▼問い合わせ／まちづくり課企画調整班 ☎（３２）２１１１（内線３２４） 

６０歳（昭和２５年度生まれ）・７０歳（昭和１5 年度生まれ） 



保健センターだより        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健事業のお知らせ（平成２２年１２月分） 

１歳児健診：１２月１７日（金） 

▼対 象 / 平成 2１年１１月生 

▼場 所 / 保健センター2 階講習室 

▼時 間 / 午後０時 50 分まで集合 

▼内 容 / 歯科健診、フッ素塗布、身体計測、個別相談 

▼持ち物 / 母子健康手帳、フッ素塗布申込書 

１歳６カ月児健診：１２月１７日（金） 

▼対 象 / 平成２１年３・４・５月生 

▼場 所 / 保健センター1 階予診室 

▼時 間 / 午後０時５０分まで集合 

▼内 容 / 医師の診察、歯科健診、フッ素塗布、身体計測、個別相談

▼持ち物 / 母子健康手帳、問診票、歯の健康手帳 

 

定期健康相談 
母子健康手帳の交付、一般健康相談（血圧測定、健診結果について）など 

 １２月６日（月）、１２月２０日（月） 

 指定日に都合の悪い方は事前にご連絡ください。 

○人間ドック/最上検診センター 

 ▼１２月３日（金）：男女混合 

 ▼受付時間：午前７時～７時３０分 

▼問い合わせ／舟形町役場町民課健康班保健師 ☎（３２）２１１１（内線３５１） 

女性特有のがん検診「無料クーポン券」をお持ちの方へ 

今年度、無料での「女性特有のがん検診」対象者で、まだ受診されて

いない方の「無料クーポン券」有効期限は、来年１月末です。希望され

る方は、この機会にお受けください。 

☆乳がん検診  ：最上検診センターへ申込みください。 

☆子宮頸がん検診：最上検診センターへ申込みください。 

青木クリニック、安孫子産婦人科医院、三條医院の

診療時間内に受診してください。 
乳児健診：１２月２４日（金） 

▼対 象 / 平成 2２年２・３・８・９月生 

▼場 所 / 保健センター1 階予診室 

▼時 間 / 午後１時まで集合 

▼内 容 / 身体計測、医師の診察、月例ごとのお話 

▼持ち物 / 母子健康手帳、BCG の予診票（3・4 か月のみ） 

寒くなってきました。 

インフルエンザや感染性胃腸炎にかからないよう、 

「うがい」「手洗い」を心がけましょう！ 


	①②③11月12日 311号
	④２２年１２月号

